
　
日
本
赤
十
字
社
は
、
未
曾
有
の
大

災
害
と
な
っ
た
東
日
本
大
震
災
を
は

じ
め
、
災
害
に
遭
わ
れ
た
方
々
に
対

し
、
医
療
救
護
活
動
、
災
害
救
援
物

資
の
配
付
を
行
う
と
と
も
に
、
義
援

金
の
募
集
・
受
付
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
、
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
、
仮
設
住
宅

へ
の
生
活
家
電
セ
ッ
ト
の
寄
贈
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま

す
。

　
こ
の
よ
う
な
活
動
は
、
皆
様
か
ら

寄
せ
ら
れ
る
資
金
で
支
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
２
，０
０
０
円
以
上
の
ご
協

力
者
は
「
会
員
」
と
呼
び
、
例
年
の

よ
う
に
５
０
０
円
以
上
の
ご
協
力
者

を
「
協
力
会
員
」
と
呼
び
ま
す
。

　
皆
様
に
ご
支
援
い
た
だ
き
ま
す
寄

付
金
は
、
こ
れ
ま
で
と
変
わ
り
な
く

５
０
０
円
以
上
を
目
安
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

〜
支
え
あ
う

　住
み
よ
い
社
会

地
域
か
ら
〜

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、

様
々
な
活
動
を
通
じ
て
、
皆
様
の

ま
ち
の
安
全
を
支
え
て
い
ま
す
。

　
生
活
上
の
困
り
ご
と
や
悩
み
ご

と
・
心
配
ご
と
が
あ
る
方
は
、
お

気
軽
に
地
区
担
当
の
民
生
委
員
・

児
童
委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
お
住
ま
い
の
地
区
を
担
当
す
る

民
生
委
員
・
児
童
委
員
が
わ
か
ら

な
い
と
き
は
、
社
会
福
祉
課
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
常
に

住
民
に
寄
り
添
い
、
そ
の
見
守
り

役
、
相
談
役
と
な
っ
て
人
々
が
安

全
・
安
心
な
生
活
を
送
れ
る
よ
う

活
動
し
て
い
ま
す
。

問
　
社
会
福
祉
課
　

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
０
８

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
２
３
９
０

〜
日
本
赤
十
字
社
か
ら
の
お
願
い
〜

　
５
月
は
赤
十
字
運
動
月
間
で
す
。

　
赤
十
字
奉
仕
団
員
や
町
内
会
・

区
な
ど
の
方
々
が
活
動
資
金
へ
の

ご
協
力
の
お
願
い
に
各
家
庭
を
訪

問
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
　
社
会
福
祉
課

　
　
人
権
・
男
女
共
同
参
画
推
進
室

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
０
８

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
２
３
９
０

　毎
年
５
月
14
日
か
ら
20
日
ま
で

は
「
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
問
題

啓
発
週
間
」
で
す
。
ギ
ャ
ン
ブ
ル

等
依
存
症
や
関
連
し
て
生
じ
る

様
々
な
問
題
に
つ
い
て
理
解
す
る

こ
と
は
、
予
防
等
に
有
効
で
す
。

こ
の
機
会
に
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依

存
症
へ
の
理
解
を
深
め
ま
し
ょ

う
。

問
　
社
会
福
祉
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
０
８

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
２
３
９
０

　
年
金
記
録
の
確
認
、
年
金
の
請

求
、
年
金
見
込
み
額
の
試
算
な
ど
、

国
民
年
金
・
厚
生
年
金
に
つ
い
て
の

ご
相
談
・
手
続
き
を
お
受
け
し
ま

す
。
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

時
　
６
月
18
日
（
木
）

　
　
10
時 

〜 

11
時
30
分
・
13
時 

〜 

15
時

場
　
市
役
所
１
階
会
議
室
101
・
102

申
　
田
辺
年
金
事
務
所
お
客
様
相
談
室

　
☎
０
７
３
９
・
２
４
・
０
４
３
２

※

電
話
予
約
が
必
要
で
す
。

（
相
談
日
の
１
か
月
前
か
ら
予
約

を
受
付
し
て
い
ま
す
）

　
次
回
以
降
の
日
程
に
つ
い
て
は
、

次
の
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
　
保
険
年
金
課 

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
３
０

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
２
８
９
０

場　場所　　対　対象　　料　料金・費用　　内　内容　　定　定員

ステーションステーション
５
月
12
日
は

｢

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日｣

体
験
教
室 

参
加
者
募
集
！

万
華
鏡
を
作
っ
て
み
よ
う
！

納　期　限
今月の納期限は６月１日（月）です
♢軽自動車税（全期）

くらしの相談
◇心配ごと相談
　時　毎週水曜日
　　　13：00～16：00
　場　福祉センター３階
　問　御坊市社会福祉協議会
　　　☎0738-22-5490
　　　FAX0738-22-9991
◇人権相談
　時　毎週月曜日～金曜日
　　　８：30～17：15
　場　和歌山地方法務局御坊支局
　問　全国共通人権相談ダイヤル
　　　☎0570-003-110
※毎週火曜日９時から16時は、
人権擁護委員が常駐しています。

◇御坊・日高常設法律相談所
　時　毎週木曜日
　　　13：30～16：00
　場　財部会館
　問　和歌山弁護士会
　　　☎073-422-5005
　※事前予約が必要です。
　※30分で5,000円程度の相談
　　料が必要です。
◇行政相談
　時　５月13日（水）
　　　13：00～15：00
　場　福祉センター３階
　問　市民環境課
　　　☎0738-23-5506
　　　FAX0738-24-3255
　※行政相談委員が相談に応じます。

赤
十
字
の
活
動
資
金
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
問
題

啓
発
週
間

年
金
相
談
会
の
お
知
ら
せ

依存関連情報
（県ホームページ）

ギャンブル等依存症を
克服された方の体験談
（内閣官房ホームページ）

ステーションステーション

〇
令
和
８
年
度
健
康
診
査
の
ご
案
内

　
年
１
回
、
健
康
管
理
の
た
め
、

健
康
診
査
を
受
け
ま
し
ょ
う
。
対

象
の
方
に
は
、
５
月
下
旬
に
受
診

券
を
直
接
お
送
り
し
ま
す
。

（
受
診
券
発
行
の
申
し
込
み
を
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
）

※

人
間
ド
ッ
ク
と
重
複
し
て
受
診

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

対
　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
被
保

険
者
（
長
期
入
院
者
、
施
設
入

所
者
を
除
く
）

検
査
項
目
　

・
全
員
実
施
す
る
項
目

問
診
、
計
測
（
身
長
、
体
重
、

Ｂ
Ｍ
Ｉ
、
血
圧
）
、
診
察
（
身

体
診
察
）
、
血
液
検
査
（
脂

質
、
肝
機
能
、
糖
代
謝
、
腎
機

能
、
尿
酸
、
貧
血
等
）
、
尿
検

査
（
糖
、
蛋
白
、
潜
血
）

・
医
師
が
必
要
と
判
断
し
た
方
に

追
加
で
実
施
す
る
項
目

　
心
電
図
検
査
、
眼
底
検
査

実
施
期
間
　
　

　
６
月
１
日
〜
令
和
９
年
２
月
28
日

料
　
無
料

持
ち
物
　

マ
イ
ナ
保
険
証
ま
た
は
資
格
確

認
書
、
受
診
券
、
受
診
票
・
問

診
票

場
　
受
診
券
に
同
封
す
る
一
覧
表

に
記
載
さ
れ
た
医
療
機
関

※

が
ん
検
診
の
受
診
券
を
ご
希
望
の

方
は
、
次
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　
　
保
険
年
金
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
３
０

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
２
８
９
０

〇
令
和
８
年
度
歯
科
健
康
診
査
の
ご
案
内

　
歯
と
口
の
健
康
チ
ェ
ッ
ク
の
た

め
、
歯
科
健
康
診
査
を
受
け
ま

し
ょ
う
。

　
対
象
の
方
に
は
、
５
月
下
旬
に

受
診
票
を
直
接
お
送
り
し
ま
す
。

（
受
診
票
発
行
の
申
し
込
み
を
す

問　問い合わせ　　申　申し込み　　時　日時　　締　締め切り

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

ご
加
入
の
皆
様
へ

不燃・大型ごみ
を出す日

◇資源ごみ
　 ５日（第１火曜日）
◇小型プラスチックごみ
　12日（第２火曜日）
◇燃えないごみ
　19日（第３火曜日）
◇燃えない大型ごみ
　26日（第４火曜日）
☆ペットボトルは市内に設置して
いる回収箱をご利用ください。

市民環境課
☎0738-23-5506
FAX0738-24-3255

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
）

対
　
令
和
８
年
３
月
末
で
75
歳
、

80
歳
、
85
歳
の
方
と
90
歳
以
上

の
被
保
険
者
（
長
期
入
院
者
、

施
設
入
所
者
を
除
く
）

検
査
項
目

問
診
、
口
腔
診
断
（
歯
の
状
態
・

歯
周
組
織
の
状
況
・
口
腔
衛
生
状

況
・
噛
み
合
わ
せ
・
口
腔
乾
燥
・

粘
膜
の
異
常
）
、
口
腔
機
能
検
査

（
噛
む
能
力
・
舌
機
能
・
嚥
下

（
飲
み
込
み
）
機
能
）

実
施
期
間

　
６
月
１
日
〜
令
和
９
年
２
月
28
日

料
　
無
料

持
ち
物
　

マ
イ
ナ
保
険
証
ま
た
は
資
格
確

認
書
、
受
診
票
・
問
診
票

場
　
受
診
票
に
同
封
す
る
一
覧
表

に
記
載
さ
れ
た
医
療
機
関

問
　
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　
☎
０
７
３
・
４
２
８
・
６
６
８
８

　
FAX
０
７
３
・
４
２
８
・
６
６
７
７

御坊広域清掃センター
「直接持込」

◇平日
　 ８：00～11：45
　12：45～16：00
◇休日【５月17日（日）】
　 ８：00～11：30
　※搬入許可申請書が必要です。
入手方法　
・HP（御坊広域行政事務組合、市役所）
・窓口
（御坊広域清掃センター、市役所、
　市民サービスコーナー（名田））

♦個人情報保護制度運用状況

令和７年度 個人情報保護制度・情報公開制度の
運用状況報告

令和７年度の個人情報保護制度・情報公開制度の運用状況は、次のとおりです。

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

結果内訳

結果内容

♦情報公開制度運用状況

９

４

４

１

０

０

０

０

０

結果内訳

結果内訳

個人情報の開示請求件数

不 服 申 立 て 件 数

個人情報の訂正請求件数

個人情報の利用停止等の請求件数

不 服 申 立 て 件 数

情 報 公 開 請 求 件 数

不 服 申 立 て 件 数

全 面 公 開

部 分 公 開

非 公 開

不 存 在

利用停止をする

利用停止をしない

全 面 公 開

部 分 公 開

非 公 開

不 存 在

全 面 公 開

部 分 公 開

非 公 開

♦問い合わせ　
　総務課　☎0738-23-5516
　　　　　FAX0738-32-2324

家電リサイクル法対象品目の処理について
　「家電リサイクル法」により、
家電リサイクル法対象品目（テレ
ビ、洗濯機、乾燥機、冷蔵庫、冷
凍庫、エアコン（室外機も含
む））はごみとして出せません。
　購入したお店、もしくは、家電
量販店で引き取ってもらう（リサ
イクル料金、収集運搬料金が必
要）、または、郵便局でリサイク
ル券を購入し、指定引取場所へ自
己搬入してください。不明な点等
ございましたら家電リサイクル券
センター(☎0120-319640)、
または市民環境課までお問い合わ
せください。

広報ごぼう 令和８年５月号広報ごぼう 令和８年５月号 8


